
児童福祉司経験年数

＜３年＞ 他職場異動 ＜１０年＞

【異動等】 【異動等】

社会福祉士  　

精神保健福祉士

公認心理師等

【京都府児童福祉司の新たな研修体系】（Ｒ４年度以降）
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＜全児童福祉司対象＞
児童福祉司ステップアップ研修

（前期・後期）
○児童福祉司経験3年～5年が目安
（再異動・転入等児童福祉司含む）

指導教育担当児童福祉司
（ＳＶ）任用前研修
（法定研修）
【前期課程】⇒レポート・筆記試
験⇒【後期課程】⇒レポート
（ＯＪＴ：メタＳＶからのＳＶ）
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課題別研修
派遣研修

OJT等

＜０年　　１年　　　　２年＞

新規採用
児相内異動

（心理・一保等）
他公所からの異動

（保健師等）
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新任児童福祉司研修

実務経験

【再異動・転入】

心理司・保健所・本庁
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　実務訓練・実習（児童福祉施設実習、立入調査・臨検捜索訓練等）

社会的養護機関（里親含む）との連携・協働（交流会、親子再統合支援、自立支援等）

ケース進行管理

個別ケース検討
判定援助方針会議

機関連携・協働等

重層的ＳＶ体制 職場内ＳＶからの個別ＳＶ（随時）

＜課題別研修＞
（性虐ガイドライン研修・初期面接・法的面接；ＮＩＣＨＤ、Childfirst）
（リフカー研修・オレンジプログラム研修・安全パートナリング研修）
（その他：ライフストーリーワーク、トラウマ・インフォームド・ケア）

＜派遣研修＞
子どもの虹情報研修センター・国立保健医療科学院・国立武蔵野学院・兵庫県こころのケアセンター
西日本こども研修センターあかし
その他（性加害プログラム：保護者指導等）

他児相ＳＶからのＳＶ(職場内ＳＶ含む）
・三ＣピアＳＶ会議

・管理職等からのメタＳＶ

【職場全体でのバックアップ体制】
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